
問い合わせ（市外局番０９３）

☎223-3677図 書 館
☎222-1681中央公民館

役場・教育委員会 ☎ 223-0881 ㈹

☎ 222-2931芦屋中央病院
☎223-0731町民会館 ☎222-1981芦屋東公民館

☎223-1892山鹿公民館

芦屋歴史の里 ☎222-2555
芦屋釜の里 ☎223-5881

☎ 222-0181総合体育館

広報あしや　2023.8 ⑫

盆の救急医療はこちらへ
●
内
科
と
小
児
科

▽�

と
き　
８
月
13
日
日
・
午
前
９
時

～
正
午
（
受
け
付
け
は
午
前
11
時

30
分
ま
で
）、午
後
１
時
～
５
時（
受

け
付
け
は
午
後
４
時
30
分
ま
で
）

▽�

と
こ
ろ　
遠
賀
中
間
休
日
急
病
セ

ン
タ
ー
（
遠
賀
町
大
字
尾
崎
お
ん

が
病
院
内
☎
２
８
２
‐
９
９
１
９
）

※�
乳
幼
児
の
診
療
は
、
専
門
外
の
医

師
が
担
当
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
必
ず
電
話
で
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。

●
歯
科

▽�

と
き　
午
前
10
時
～
午
後
５
時

▽�

当
番
医
院　
８
月
13
日
日
・
吉
武

歯
科
医
院
（
水
巻
町
梅
ノ
木
団
地

☎
２
０
２‐６
４
８
０
）、14
日
月・

桃
園
歯
科
医
院
（
中
間
市
東
中
間

☎
２
４
５‐０
２
０
５
）、15
日
火・

田
尻
歯
科
医
院
（
中
間
市
長
津
☎

２
４
５
‐
１
１
５
８
）

※�

受
診
前
に
当
番
医
院
に
電
話
で

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

●
電
話
で
の
問
い
合
わ
せ
制
度

　
夜
間
の
急
な
病
気
な
ど
の
と
き
に
適

切
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
い
ま
す
。

▽�

相
談
時
間　
月
～
土
・
午
後
６
時

～
午
後
10
時
、
日
祝
日
・
午
後
５

時
～
午
後
10
時

▽�

電
話
番
号　
遠
賀
中
間
休
日
急
病

セ
ン
タ
ー（
☎
２
８
２‐９
９
１
９
）

●
救
急
車
？
病
院
？
迷
っ
た
ら
！��

　
＃
７
１
１
９

　
医
師
や
看
護
師
、

相
談
員
な
ど
が
24

時
間
３
６
５
日
体

制
で
ア
ド
バ
イ
ス

し
ま
す
。
ま
た
、

最
寄
り
の
医
療
機

関
の
案
内
も
行
い

ま
す
。
福
岡
県
救

急
医
療
電
話
相
談
・
医
療
機
関
案
内

を
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

▽�
と
き　
24
時
間
年
中
無
休

▽
電
話
番
号　
（
☎
＃
７
１
１
９
）

　

�

ま
た
は
（
☎
〈
０
９
２
〉
４
７
１

‐
０
０
９
９
）

●
小
児
救
急
医
療
電
話
相
談

　

子
ど
も
の
急
な

病
気
や
け
が
で
心

配
な
と
き
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

と
き　
平
日
＝
午
後
７
時
～
翌
日

午
前
７
時
、
土
＝
正
午
～
翌
日
午

前
７
時
、
日
＝
午
前
７
時
～
翌
日

午
前
７
時

▽�

電
話
番
号　
（
☎
＃
８
０
０
０
）

ま
た
は
（
☎
〈
０
９
２
〉
７
３
１

‐
４
１
１
９
）

●
Ｑ
助
（
全
国
版
救
急
受
診
ア
プ
リ
）

　

急
な
病
気
や

け
が
を
し
た
と

き
、
該
当
す
る

症
状
を
画
面
上

で
選
択
し
て
い

く
と
、
緊
急
度

に
応
じ
た
適
切

な
対
応
が
表
示

さ
れ
ま
す
。
事
前
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

し
て
お
く
と
、
安
心
で
す
。

　
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
詳
し
い
情

報
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
不
明
な
点

が
あ
る
場
合
は
、
健
康
づ
く
り
係
ま

で
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▽�

問
い
合
わ
せ　

健
康
づ
く
り
係

（
☎
２
２
３
‐
３
５
３
３
）

病
院
受
診
に
持
っ
て
い
く
も
の

　

健
康
保
険
証
、
医
療
証
（
高

齢
受
給
者
・
ひ
と
り
親
・
子
ど

も
・
障
が
い
者
）、
ま
た
は
診
療

依
頼
書
（
生
活
保
護
世
帯
）、
普

段
飲
ん
で
い
る
薬
（
お
く
す
り

手
帳
）。
乳
幼
児
の
場
合
は
追
加

で
、
母
子
健
康
手
帳
、
紙
お
む

つ
、
哺
乳
瓶
、
タ
オ
ル
な
ど

町ホームページ Q助アプリ
ダウンロード



◆
バ
ス
の
運
行
ダ
イ
ヤ

　

８
月
13
日
日
～
15
日
火

◦�

芦
屋
タ
ウ
ン
バ
ス
＝
土
日
祝
ダ
イ
ヤ

で
運
行

◦�

芦
屋
町
巡
回
バ
ス
＝
全
て
運
休

◦�

北
九
州
市
営
バ
ス
＝
日
曜
・
祝
日
ダ

イ
ヤ
で
運
行

▽�

問
い
合
わ
せ　

芦
屋
タ
ウ
ン
バ
ス
・

芦
屋
町
巡
回
バ
ス
＝
地
域
振
興
・
交

通
係
（
☎
２
２
３
‐
３
５
３
９
）、
北

九
州
市
営
バ
ス
＝
北
九
州
市
交
通
局

向
田
営
業
所
（
☎
６
９
１‐０
１
３
１
）

盆
の
ご
み
と
し
尿
の
収
集

◦�

ご
み　

８
月
14
日
月
、
15
日
火
は
、

ご
み
の
収
集
を
休
み
ま
す
。

◦�

遠
賀
・
中
間
リ
レ
ー
セ
ン
タ
ー
へ
の

ご
み
の
自
己
搬
入

　

�

８
月
14
日
月
、
15
日
火
は
、
受
け
入

れ
を
休
み
ま
す
。

◦�

し
尿　

８
月
14
日
月
、
15
日
火
は
、

し
尿
の
収
集
を
休
み
ま
す
。
盆
前
に

臨
時
く
み
取
り
を
希
望
す
る
人
は
、

８
月
２
日
水
ま
で
に
、
直
接
、
収
集

業
者
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

【
し
尿
収
集
業
者
連
絡
先
】

　

�

芦
屋
地
区
＝
（
有
）
環
整　
（
☎
２
２

３
‐
０
４
０
２
）　
山
鹿
地
区
＝
（
有
）

太
洋
社　
（
☎
２
９
３
‐
３
３
３
１
）

△

�

問
い
合
わ
せ　

ご
み
収
集
＝
環
境
・

公
園
係
（
☎
２
２
３
‐
３
５
３
８
）、

し
尿
収
集
＝
下
水
道
係
（
☎
２
２
３

‐
３
５
４
９
）

ハ
ロ
ー
！
Ｂ
ａ
ｂ
ｙ
教
室
に

参
加
し
ま
せ
ん
か

　

赤
ち
ゃ
ん
を
迎
え

る
た
め
の
教
室
で
す
。

子
育
て
の
こ
と
を
楽
し

く
勉
強
し
ま
せ
ん
か
。

▽�

と
き　

８
月
20
日
日
・
午
前
９
時
15

分
（
９
時
か
ら
受
け
付
け
）
～
午
後

０
時
30
分
ご
ろ

▽�

と
こ
ろ　
中
央
公
民
館
４
階

▽�

内
容　
助
産
師
に
よ
る
赤
ち
ゃ
ん
を

迎
え
る
た
め
の
話
、
風
呂
の
入
れ
方

（
実
習
）、
マ
タ
ニ
テ
ィ
ヨ
ガ
、
パ
パ

の
妊
婦
体
験
、
栄
養
士
に
よ
る
妊
娠

中
の
栄
養
の
話

▽�

対
象　
妊
婦
と
そ
の
パ
ー
ト
ナ
ー

▽�

参
加
費　
無
料

▽�

持
っ
て
く
る
も
の　
母
子
健
康
手
帳
、

母
子
健
康
手
帳
副
読
本
、
筆
記
用
具
、

バ
ス
タ
オ
ル

▽�

申
し
込
み　

８
月
16
日
水
ま
で
に
、

健
康
づ
く
り
係
（
☎
２
２
３
‐
３
５

３
３
）
へ�

子
育
て

盆
期
間
の
お
知
ら
せ♥手作りおもちゃ（10組限定）

　 ▽ �とき　８月１日火・午前 10時～ 11時
　※７月 25日火から予約開始

♥にこにこ絵本

　 ▽ �とき　８月７日月・午前 11時～ 11 時
30分

♥絵本タイム

　 ▽ �とき　８月 18 日金・午前 11 時～ 11
時 30分

♥プールあそび
�　�　詳しい日程や時間はホームページやた
んぽぽ内に掲示します。
♥育児相談
　【ほほえみ相談】
　　小児専門の臨床心理士による相談

　 ▽ �とき　８月２日水・午前 10時～正午
　※町内に住んでいる人のみ予約できます。
　【離乳食の日】（５組限定）
　　栄養士による栄養指導と進め方相談

� 　 � ▽ �とき　８月８日火・午前 10時 30 分～
11時 30分

　※８月１日火から予約開始
　※�実際には食べませんが、家庭で作った
離乳食や市販のベビーフードの形状や
種類などのアドバイスをします。

　【たんぽぽ相談】
　　保健師・栄養士による相談
　�　８月の相談日はありませんが、気になる
ことがあればいつでも電話してください。
　※次回のたんぽぽ相談＝９月 12日火

みんな来てね、出前たんぽぽ広場

▽ �とき　８月 16日水・午前 10時～正午

▽ �ところ　山鹿公民館和室
※�たんぽぽスタッフが絵本やおもちゃを用意
して待っています。

たんぽぽコーナーたんぽぽコーナー
対象は、就学前の子どもと保護者です。
⃝問い合わせ　芦屋町子育て支援センター�
　「たんぽぽ」（☎２２１‐２５６７）

８月の日曜開館日　
６日・20日

広報あしや　2023.8⑬ 芦屋町ホームページ　https://www.town.ashiya.lg.jp



ひ
と
り
親
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

　

ひ
と
り
親
家
庭
を
対
象
に
、
生
活
の

困
り
ご
と
や
就
業
・
養
育
費
な
ど
の
相

談
に
応
じ
ま
す
。
離
婚
協
議
中
の
人
も

相
談
で
き
ま
す
。

■
出
張
相
談
会

▽�

と
き　
８
月
17
日
木
・
午
前
10
時
～

午
後
３
時

▽
と
こ
ろ　
役
場
４
階

▽�

予
約
・
問
い
合
わ
せ　
ひ
と
り
親
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
飯
塚
ブ
ラ
ン
チ（
☎

〈
０
９
４
８
〉
２
１
‐
０
３
９
０
）

※
予
約
し
た
人
が
優
先
で
す
。

■�

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
相
談
を

始
め
ま
し
た
。
気

軽
に
利
用
し
て
く

だ
さ
い
。

■
就
業
支
援
講
習

　

�【
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
介
護
士
２
級
、

シ
ナ
プ
ソ
ロ
ジ
ー
普
及
員
養
成
講
習

会
（
資
格
取
得
）】

▽�

講
習
期
間　
10
月
７
日
～
11
月
４
日

の
間
の
土
曜
日
（
全
４
回
）・
午
後
１

時
～
４
時
30
分

▽
定
員　
８
人
（
託
児
あ
り
）

▽�

受
講
料　
無
料　

※�

教
材
費
な
ど
４
０
０
０
円
は
自
己
負

担
で
す
。

　65歳以上の人の令和５年度の介護保険料額決定通知書を７月下旬に郵送します。
　介護保険料は、町税や世帯の状況などによって該当する所得段階を 25区分に分けて決
定されます。
　介護保険制度は皆さんが納付する保険料で成り立つ制度です。保険料納付へのご理解
とご協力をお願いします。
▷納付方法
●�年金からの天引きで納めている人
　�　今回決定した年間保険料額から４・６・８月に天引き（仮徴収）された保険料を差
し引いた残りが、10月、12月、令和６年２月に年金から天引き（本徴収）されます。
※�年間 18 万円以上の老齢（退職）、障害、遺族年金を受給している人は、年金天引きに
なります。
● �65 歳になった人や福岡県介護保険広域連合に加入していない市町村から転入した人
　�　65 歳の誕生日または転入日から起算して、半年から１年後までに年金天引きが開始
されます。それまでの間は、納付書や口座振替で納付してください。
●�納付書や口座振替で納めている人
　�　８月から令和６年３月まで引き続き納付書（期限内であれ
ば全国のコンビニで納付可）や口座振替などで納付してくだ
さい。
※�納め忘れのない便利な口座振替などで納付してください。
※�災害や失業などやむを得ない理由で保険料を納めることが難
しくなったときは、申請により保険料の減免や納付猶予が受
けられることがあります。
※�保険料を滞納すると、介護保険サービスを利用したときの自己負担割合が増える場合
があります。
▷�問い合わせ　高齢者支援係（☎２２３‐３５３６）または福岡県介護保険広域連合総
務課収納管理係（☎〈０９２〉９８１‐９０７１）

介護保険料が決定しました

子
育
て

広報あしや　2023.8 ⑭

福岡ひとり親家庭相談
LINE



▽
申
込
期
限　
９
月
15
日
金

▽�
と
こ
ろ　
直
方
総
合
庁
舎
（
直
方
市

日
吉
町
）�

▽�

申
し
込
み　
マ
ン
パ
ワ
ー
グ
ル
ー
プ

株
式
会
社
（
☎
〈
０
９
２
〉
７
４
１

‐
９
５
３
１
）

み
ん
な
で
元
気
に
な
ろ
う
や
！
講
座

「
ス
ロ
ー
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
」

　
運
動
不
足
の
解
消
や
筋
力
ア
ッ
プ
に
、

家
で
で
き
る
ス
ロ
ー
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を

学
び
ま
し
ょ
う
。

▽�

と
き　
８
月
29
日
火
・
午
前
９
時
30

分
（
９
時
15
分
か
ら
受
け
付
け
）
～

正
午

▽�

と
こ
ろ　
中
央
公
民
館
２
階

▽�

対
象　
町
内
に
住
ん
で
い
る
人

▽
定
員　
15
人

▽
参
加
費　
無
料　

▽�

持
っ
て
く
る
も
の　

健
診
結
果
表
、

筆
記
用
具
、
水
分
補
給
で
き
る
も
の
、

動
き
や
す
い
服
装

▽�

申
し
込
み　

８
月
25
日
金
ま
で
に
、

健
康
づ
く
り
係
（
☎
２
２
３
‐
３
５

３
３
）
へ

い
つ
ま
で
も
元
気
で
過
ご
す
た
め
に

シ
ニ
ア
カ
フ
ェ
に
参
加
し
ま
せ
ん
か

　

フ
レ
イ
ル
と
い
う
言
葉
を
知
っ
て
い

ま
す
か
。
フ
レ
イ
ル
と
は
、
年
齢
を
重

ね
る
こ
と
で
心
身
が
衰
え
た
状
態
の
こ

と
を
言
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
食
生
活
改
善
推
進
会
が
フ

レ
イ
ル
予
防
の
食
事
の
こ
と
を
話
し
ま

す
。
調
理
実
習
も
行
う
の
で
、
一
緒
に

学
び
ま
せ
ん
か
。

▽�

と
き　
８
月
22
日
火
・
午
前
10
時
（
９

時
45
分
か
ら
受
け
付
け
）
～
午
後
１
時

▽
と
こ
ろ　
中
央
公
民
館
４
階

▽�

内
容　
フ
レ
イ
ル
予
防
の
食
事
の
調

理
実
習

▽�

対
象　
町
内
に
住
ん
で
い
る
65
歳
以

上
の
人

▽
参
加
費　
４
０
０
円

▽
定
員　
25
人

▽�

申
し
込
み　

８
月
10
日
木
ま
で
に
、

健
康
づ
く
り
係
（
☎
２
２
３
‐
３
５

３
３
）
へ

は
い
か
い
高
齢
者
等
Ｓ
Ｏ
Ｓ

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
登
録
を

　

遠
賀
中
間
地
区

は
い
か
い
高
齢
者

等
Ｓ
Ｏ
Ｓ
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム

は
、
折
尾
警
察
署

と
遠
賀
郡
４
町
、
中
間
市
の
関
係
機
関

な
ど
が
連
携
し
、
は
い
か
い
高
齢
者
を

す
み
や
か
に
保
護
す
る
仕
組
み
で
す
。

　

は
い
か
い
の
お
そ
れ
の
あ
る
高
齢
者

の
情
報
を
登
録
し
て
お
く
こ
と
で
、
行

方
不
明
に
な
っ
た
時
な
ど
に
、
必
要
な

情
報
を
関
係
機
関
な
ど
に
提
供
し
、
早

期
発
見
、
保
護
に
つ
な
げ
ま
す
。

▽
対
象　
は
い
か
い
行
動
が
心
配
さ
れ

る
認
知
症
高
齢
者
な
ど

▽
費
用　
無
料

▽
利
用
手
続
き　
役
場
福
祉
課
ま
た
は

折
尾
警
察
署
に
登
録
者
の
顔
写
真
を

貼
っ
た
登
録
カ
ー
ド
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

▽�

問
い
合
わ
せ　
高
齢
者
支
援
係
（
☎

２
２
３
‐
３
５
３
６
）

身
体
障
が
い
者
の
た
め
の

巡
回
補
装
具
判
定
（
事
前
予
約
制
）

▽�

と
き　
９
月
12
日
火
・
午
前
10
時
（
９

時
30
分
か
ら
受
け

付
け
）
～
午
後
０

時
30
分

▽�

と
こ
ろ　
水
巻
町

い
き
い
き
ほ
ー
る

（
水
巻
町
頃
末
南
）

▽�

対
象　
身
体
障
害

者
手
帳
を
持
ち
、

肢
体
不
自
由
の
補
装
具
の
支
給
や
修

理
を
希
望
す
る
人

※�
身
体
障
が
い
者
本
人
が
来
て
く
だ
さ
い
。

▽�
相
談
内
容　
補
装
具
の
支
給
・
再
支

給
・
修
理
の
相
談
や
判
定

※�

た
だ
し
、
車
い
す
や
電
動
車
い
す
、

座
位
保
持
装
置
、
重
度
障
害
者
用
意

思
伝
達
装
置
は
対
象
外
で
す
。

▽�

持
っ
て
く
る
も
の　
身
体
障
害
者
手
帳

※�

再
支
給
・
修
理
の
場
合
は
現
在
持
っ

て
い
る
補
装
具

▽�

申
し
込
み　
８
月
16
日
水
ま
で
に
障

が
い
者
・
生
活
支
援
係
（
☎
２
２
３

‐
３
５
３
０
）
へ

※�

申
し
込
み
時
、
聞
き
取
り
調
査
を
行
い

ま
す
。
本
人
ま
た
は
詳
し
い
こ
と
が
分

か
る
人
が
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

助
け
合
い
の
し
る
し
「
ヘ
ル
プ

マ
ー
ク
」
を
配
布
し
て
い
ま
す

　

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク

と
は
、
外
見
か
ら

分
か
ら
な
く
て

も
、
手
助
け
や
配

慮
が
必
要
な
こ
と

を
周
り
の
人
へ
知
ら
せ
る
マ
ー
ク
で
す
。

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
を
見
か
け
た
ら
電
車
内

で
席
を
ゆ
ず
る
、
困
っ
て
い
る
よ
う
で

あ
れ
ば
声
を
か
け
る
な
ど
、
思
い
や
り

の
あ
る
行
動
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽�

配
布
対
象　
障
が
い
の
あ
る
人
、
高

齢
者
、
妊
産
婦
な
ど
の
配
慮
が
必
要

な
人

▽
配
布
場
所　
福
祉
課
窓
口

▽�

配
布
方
法　
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
申
込
書

を
提
出
後
、
そ
の
場
で
渡
し
ま
す
。

申
込
書
は
福
祉
課
窓
口
ま
た
は
町
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。

▽�

問
い
合
わ
せ　
障
が
い
者
・
生
活
支

援
係
（
☎
２
２
３
‐
３
５
３
０
）

健
康
・
福
祉
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オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
に

参
加
し
ま
せ
ん
か

　
認
知
症
の
人
や
介

護
を
し
て
い
る
人
、

地
域
の
人
や
専
門
職

の
人
が
気
軽
に
集

い
、
交
流
を
図
り
な

が
ら
く
つ
ろ
ぐ
場
所

で
す
。
音
楽
を
使
っ
た
脳
の
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
の
体
験
や
専
門
職
の
人
か
ら
認
知

症
や
介
護
に
関
す
る
ア
ド
バ
イ
ス
を
受

け
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

▽�

と
き　
８
月
23
日
水
・
午
前
10
時
（
９

時
30
分
か
ら
受
け
付
け
）
～
11
時

▽
と
こ
ろ　
中
央
公
民
館
２
階

▽�

対
象　
認
知
症
の
人
や
介
護
を
し
て

い
る
人
な
ど
誰
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

▽�

内
容　
音
楽
脳
ト
レ
、
座
談
会

▽
参
加
費　
無
料

▽
定
員　
10
人

▽�

申
し
込
み　
８
月
18
日
金
ま
で
に
高
齢

者
支
援
係
（
☎
２
２
３
‐
３
５
３
６
）
へ

家
族
に
よ
る
家
族
学
習
会

～
一
人
で
悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か
～

　

精
神
疾
患
の
あ
る
人
が
家
族
に
い
る

人
同
士
が
、
互
い
の
体
験
を
語
り
合
い
、

そ
れ
に
基
づ
く
知
識
や
知
恵
を
共
有
し

な
が
ら
学
ん
で
い
く
講
座
で
す
。

福
祉
・
相
談

芦屋町職員募集
職 種 採用予定

人数 受　験　資　格

一般事務職A ２人程度 平成９年４月２日以降に生まれた人

一般事務職 B
（社会人経験者） ２人程度

平成５年４月２日以降に生まれた人で、民間企業などの職務経験が３年以
上ある人

建築技師 １人程度
昭和 58年 4月 2日以降に生まれた人で、いずれかの要件を満たす人
・�高等学校、大学などで建築の専門課程を履修した人
・建築に関する業務の職務経験が３年以上ある人

土木技師 １人程度

昭和 63年４月２日以降に生まれた人で、いずれかの要件を満たす人
・�高等学校、大学などで土木または電気、機械の専門課程を履修した人
・�土木施工管理技士（１級または２級）の資格がある人
・土木に関する業務の職務経験が３年以上ある人

１次試験

試験日 ９月１日金～ 23日土のうち、受験者が選択する日時

試験会場 受験者が選択するＳＰＩテストセンター会場（福岡常設会場など全国の指定会場）

試験科目 ＳＰＩ３（総合適性検査）
※�総合適性検査＝能力検査、性格検査

△ �

申し込み　７月26日水～８月14日月に、人事係（☎２２３‐３５７４）へ
※�詳しくは試験案内を見てください。
※�試験案内と申込用紙は総務課窓口にあります。
　また、町のホームページからダウンロードできます。
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▽�
と
き　

８
月
19
日
・
９
月
16
日
・
10

月
28
日
・
11
月
25
日
・
12
月
23
日
（
全

５
回
全
て
土
曜
日
）

▽�

と
こ
ろ　
は
ま
ゆ
う
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー　
（
水
巻
町
吉
田
西
）

▽�

対
象　
統
合
失
調
症
な
ど
の
精
神
疾

患
の
あ
る
人
が
家
族
に
い
る
人
で
、

５
回
を
と
お
し
て
参
加
可
能
な
人

▽
定
員　
10
人（
事
前
申
し
込
み
先
着
順
）

▽�

参
加
費　
１
８
２
０
円
（
テ
キ
ス
ト

代
と
資
料
代
）

▽�

申
し
込
み　
参
加
申
込
書
を
８
月
４

日
金
ま
で
に
、
は
ま
ゆ
う
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
（
〒
８
０
７

－

０
０
４
６�

水
巻
町
吉
田
西
３
丁
目
19
番
11
号
）

へ
郵
送
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
（
☎
２
０

１
‐
８
１
５
１
）
で
提
出

※�

申
し
込
み
用
紙
は
、
福
祉
課
窓
口
に

あ
り
ま
す
。

▽�

問
い
合
わ
せ　
は
ま
ゆ
う
家
族
会　

（
☎
２
０
１
‐
６
１
５
１
）

重
度
の
障
が
い
の
あ
る
人
に

特
別
障
害
者
手
当
が
あ
り
ま
す

　

特
別
障
害
者
手
当
と
は
、
20
歳
以
上

の
人
で
著
し
い
重
度
の
障
が
い
の
た
め
、

日
常
生
活
で
、
常
時
特
別
な
介
護
を
必

要
と
す
る
人
に
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

在
宅
の
ほ
か
に
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
や

有
料
老
人
ホ
ー
ム
、
サ
ー
ビ
ス
付
き
高

齢
者
向
け
住
宅
に
入
居
し
て
い
る
人
も

対
象
で
す
。
ま
た
、
障
害
者
手
帳
を
所

持
し
て
い
な
く
て
も
、
医
師
の
診
断
書

な
ど
の
判
断
に
よ
り
、
対
象
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

※�

た
だ
し
、
次
の
場
合
は
対
象
と
な
り

ま
せ
ん
。

×�

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
や
老
人
保
健

施
設
に
入
所
し
て
い
る
人

×�

障
が
い
者
支
援
施
設
に
入
所
し
て
い

る
人

×�

病
院
に
３
カ
月
を
超
え
て
入
院
し
て

い
る
人

▽�

提
出
書
類　
診
断
書
、
世
帯
全
員
の

住
民
票
、
所
得
課
税
証
明
書
、
本
人

名
義
の
通
帳
の
写
し
な
ど

▽�
支
給
額　
月
額
２
万
７
９
８
０
円

※�

手
当
の
申
請
に
は
所
得
制
限
が
あ
り

ま
す
。

▽�

問
い
合
わ
せ　
障
が
い
者
・
生
活
支

援
係
（
☎
２
２
３
‐
３
５
３
０
）

無
料
法
律
相
談

▽�

と
き　
８
月
22
日
火・

午
後
１
時
30
分
か
ら

▽
と
こ
ろ　
役
場
２
階

▽
定
員　

６
人
（
事
前

申
し
込
み
先
着
順
）

▽�

申
し
込
み　
８
月
１
日
火
か
ら
庶
務

係
（
☎
２
２
３
‐
３
５
７
２
）
へ

※�

申
し
込
み
は
、
一
つ
の
相
談
内
容
に

つ
き
1
回
ま
で
で
す
。
ま
た
、
複
数

人
で
申
し
込
め
ま
せ
ん
。

※�

面
談
時
間
は
一
人
約
30
分
で
す
。
遅
れ

る
と
き
や
相
談
の
取
り
消
し
を
す
る

と
き
は
、
必
ず
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

相
談
の
内
容
に
応
じ
て
、
契
約
書
な

ど
の
関
係
書
類
（
写
し
で
も
可
）
を

持
っ
て
き
て
く
だ
さ
い
。

人
権
生
活
相
談

　

人
権
に
関
す
る
こ
と
や

生
活
、
就
職
、
進
学
な
ど

の
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

【
定
例
相
談
】

◎�

８
月
３
日
木
＝
橋
本
求

相
談
員

◎�

８
月
17
日
木
＝
土
肥
孝
明
相
談
員

※�

時
間
は
、
い
ず
れ
も
午
後
２
時
～
４
時

▽�

と
こ
ろ　
芦
屋
東
公
民
館

【
定
例
日
以
外
】
直
接
、
相
談
員
に
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

◎��

橋
本
相
談
員
（
幸
町
８
番
18
号
☎
２

２
３
‐
３
２
０
３
）

◎�

土
肥
相
談
員
（
浜
口
町
４
番
12
号
☎

２
２
２
‐
０
０
４
４
）

会
計
年
度
任
用
職
員
募
集

■
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
指
導
補
助
員

　
（
障
が
い
者
・
生
活
支
援
係
）

▽�

任
期��

９
月
１
日
金
～
令
和
６
年
３

月
31
日
日

▽
募
集
人
数�　
１
人

▽�

業
務
内
容　
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
で
の
児
童
補
助
業
務
と
送
迎

▽�

勤
務
時
間　
午
前
８
時
～
午
後
６
時

15
分
で
５
～
７
時
間
45
分
（
シ
フ
ト

制
、
休
憩
あ
り
）

※�

勤
務
時
間
に
よ
り
休
憩
時
間
は
異
な

り
ま
す
。

▽�

勤
務
形
態　
月
～
土
の
う
ち
週
４
日

程
度

▽
報
酬�　
時
給
９
２
９
円

▽�

保
険�　
雇
用
保
険
あ
り
、
社
会
保
険

な
し

▽�

採
用
条
件　
普
通
自
動
車
運
転
免
許

▽�

試
験
内
容　
個
人
面
接

※
日
程
は
担
当
課
よ
り
連
絡
し
ま
す
。

▽�

申
込
期
限　
８
月
18
日
金
・
午
後
５

時
15
分
（
必
着
）

▽�

申
し
込
み　
申
込
書
に
必
要
事
項
を

記
入
の
う
え
、
人
事
係
（
☎
２
２
３

‐
３
５
７
４
）
へ
提
出

※�

申
込
書
は
、
総
務
課
窓
口
に
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※�

地
方
公
務
員
法
第
16
条
に
規
定
す
る

欠
格
条
項
に
該
当
す
る
人
は
応
募
で

き
ま
せ
ん
。

※�

会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
一
般
職
と

し
て
地
方
公
務
員
法
の
各
規
定
（
守

秘
義
務
、
職
務
専
念
義
務
、
懲
戒
処

分
な
ど
）
が
原
則
適
用
と
な
り
ま
す
。

募
集
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町
民
体
育
祭
へ
の

協
賛
・
出
店
者
募
集

　

10
月
８
日
日
に
総
合
運
動
公
園
中
央

グ
ラ
ウ
ン
ド
で
第
66
回
芦
屋
町
町
民
体

育
祭
を
行
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
協
賛
し

て
い
た
だ
け
る
事
業
所
・
企
業
・
個
人
と
、

会
場
へ
の
露
店
出
店
者
を
募
集
し
ま
す
。

1
協
賛

　
協
賛
品
は
、
各
種
競
技
や
抽
せ
ん
会

の
賞
品
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
町
民
体

育
祭
の
チ
ラ
シ
に
協
賛
者
の
名
前
を
掲

載
し
ま
す
。

▽�

申
し
込
み　
８
月
18
日
金
ま
で
に
、
社

会
教
育
係
（
☎
２
２
３
‐
３
５
４
６
）
へ

2
出
店

▽�

出
店
日　
10
月
８
日
日
・
午
前
８
時

30
分
～
午
後
２
時
45
分
（
予
定
）

▽�

出
店
場
所　
総
合
運
動
公
園
中
央
グ

ラ
ウ
ン
ド

※�

出
店
場
所
の
詳
細
は
、
後
日
抽
せ
ん

で
決
定
し
ま
す
。

▽�

出
店
数　
６
店
舗
程
度

▽�

出
店
品
目　
軽
食
、
飲
み
物
（
ア
ル

コ
ー
ル
可
）
な
ど

▽�

出
店
料　
１
０
０
０
円
（
１
店
舗
あ

た
り
の
貸
し
ス
ペ
ー
ス
は
約
20
㎡
）

※�

対
象
は
露
店
営
業
許
可
を
取
得
し
て

い
る
事
業
者
に
限
り
ま
す
。

※�

テ
ン
ト
は
各
自
で
用
意
し
て
く
だ
さ

い
（
車
で
の
販
売
も
可
能
で
す
）。

※
発
電
機
は
無
料
で
貸
し
出
し
ま
す
。

▽�

申
し
込
み　

８
月
10
日
木
ま
で
に
、

◎
商
工
会
会
員
＝
芦
屋
町
商
工
会（
☎

２
２
２
‐
２
１
１
１
）
へ

　

�

◎
そ
の
ほ
か
の
団
体
（
個
人
）
＝
芦

屋
町
教
育
委
員
会
社
会
教
育
係
（
☎

２
２
３
‐
３
５
４
６
）
へ

中
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験

　

病
気
な
ど
の
理

由
で
、
保
護
者
が

義
務
教
育
諸
学
校

に
就
学
さ
せ
る
義

務
を
猶
予
ま
た

は
免
除
さ
れ
た
子

（
就
学
義
務
猶
予
免
除
者
）
に
、
中
学
校

卒
業
程
度
の
学
力
を
認
定
す
る
試
験
が

行
わ
れ
ま
す
。
合
格
者
は
高
等
学
校
の

入
学
資
格
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽�

と
き　
10
月
19
日
木

▽�

と
こ
ろ　
福
岡
西
総
合
庁
舎
（
福
岡
市

中
央
区
）

▽�

受
験
資
格

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

①�

就
学
義
務
猶
予
免
除
者
で
あ
る
人
ま

た
は
就
学
義
務
猶
予
免
除
者
で
あ
っ

た
人
で
令
和
６
年
３
月
31
日
ま
で
に

満
15
歳
以
上
に
な
る
人

②�

保
護
者
が
就
学
さ
せ
る
義
務
の
猶
予

ま
た
は
免
除
を
受
け
て
お
ら
ず
、
令

募
集

・
お
知
ら
せ

広報あしや　2023.8 ⑱

情報公開制度と個人情報保護制度の運用状況を公表します

　芦屋町情報公開条例第14条（運用状況の公表）と芦屋町個人情報保護法施行条例第13条（施
行の状況の公表）に基づき、公文書の公開請求、自己情報の開示などの請求とその結果を公表します。
●令和４年度情報公開状況

受付場所 総務課 ボートレース
事業局 教育委員会 議会事務局

公　開 ８件 １件 １件 １件
一部公開 11件 ０件 １件 ０件
非公開 ０件 ０件 １件 ０件
合　計 19件 １件 ３件 １件

●情報公開審査請求件数　０件
●令和４年度個人情報開示状況

受付場所 総務課 ボートレース
事業局 教育委員会 議会事務局

開　示 ０件 ０件 ０件 ０件
一部開示 ０件 ０件 ０件 ０件
非開示 ０件 ０件 ０件 ０件
合　計 ０件 ０件 ０件 ０件

●個人情報開示審査請求件数　０件

▽問い合わせ　庶務係（☎２２３‐３５７２）



和
６
年
３
月
31
日
ま
で
に
満
15
歳
に

達
す
る
人
で
、
そ
の
年
度
の
終
わ
り

ま
で
に
中
学
校
を
卒
業
で
き
な
い
と

見
込
ま
れ
る
こ
と
に
や
む
を
得
な
い

事
由
が
あ
る
と
文
部
科
学
大
臣
が
認

め
た
人

③�

令
和
６
年
３
月
31
日
ま
で
に
満
16
歳

以
上
に
な
る
人
（
①
ま
た
は
④
に
該

当
す
る
人
は
除
く
）

④�

日
本
国
籍
が
な
い
人
で
令
和
６
年
３
月

31
日
ま
で
に
満
15
歳
以
上
に
な
る
人

▽�

受
験
案
内
配
布
期
限　
９
月
１
日
金

▽�

受
験
案
内
配
布
場
所
・
問
い
合
わ
せ

福
岡
県
教
育
庁
教
育
振
興
部
義
務
教

育
課
学
事
企
画
係
（
福
岡
市
博
多
区

福
岡
県
庁
北
棟
４
階
）（
☎
〈
０
９
２
〉

６
４
３
‐
３
９
０
８
）

こ
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

全
国
一
斉
「
こ
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
」

強
化
週
間�

８
月
23
日
水
～
29
日
火

　

い
じ
め
や
体

罰
、
不
登
校
や
虐

待
な
ど
、
子
ど
も

の
人
権
問
題
に
関

す
る
相
談
電
話
を

設
置
し
ま
す
。
法

務
局
職
員
と
人
権

擁
護
委
員
が
無
料

で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　

子
ど
も
だ
け
で
な
く
大
人
も
相
談
で

き
ま
す
。
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の
で
、

ひ
と
り
で
悩
ま
ず
、
気
軽
に
電
話
し
て

く
だ
さ
い
。

▽�

と
き　

８
月
23
日
水
～
25
日
金
、
28

日
月
、
29
日
火
・
午
前
８
時
30
分
～

午
後
７
時

　

�

８
月
26
日
土
、
27
日
日
・
午
前
10
時

～
午
後
５
時

▽�

電
話
番
号　
こ
ど
も
の
人
権
１
１
０

番
専
用
電
話
（〈
０
１
２
０
〉
０
０
７

‐
１
１
０
）（
無
料
）

※�

強
化
週
間
以
外
で
も
平
日
の
午
前
８

時
30
分
～
午
後
５
時
15
分
に
（
時
間

外
と
土
日
祝
日
は
留
守
番
電
話
対
応
）

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

新
し
い
民
生
委
員
・
児
童
委
員
が

決
ま
り
ま
し
た　

　

新
し
い
民
生

委
員
・
児
童
委

員
が
決
ま
り
ま

し
た
の
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

▽
氏
名　
今
田
勝
正
さ
ん

▽
担
当
地
区　
新
緑
ヶ
丘
団
地

※�

そ
の
ほ
か
の
地
区

の
民
生
委
員
・
児

童
委
員
は
町
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た

は
福
祉
課
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

問
い
合
わ
せ　
障
が
い
者
・
生
活
支

援
係
（
☎
２
２
３
‐
３
５
３
０
）

墓の手続きを忘れずに！
　管理者が不明の墓は無縁墓として、撤去します。

　必要書類や登録の有無は環境・公園係に問い
合わせてください。
▷�問い合わせ　環境・公園係（☎２２３‐３５
３８）

●対象墓地
　鶴松墓地　御

ごびょうしょ
廟所墓地

　中ノ浜墓地　田屋墓地
●手続きが必要なもの
　�埋葬、改葬（移転）、管
理者変更、墓じまい（撤
去）など

防災無線の訓練放送
　Ｊアラートを活用した全国一斉の
情報伝達訓練が行われます。訓練当
日は、防災行政無線による訓練放送
（屋外スピーカー）が流れます。
※�実際の災害と間違えないよう、注
意してください。

▽ �とき　８月23日水・午前11時ごろ

▽放送内容
　♪ 上りチャイム音 ♪
　 「これは、Ｊアラートの

テストです。」×３回　
　「こちらは、芦屋町です。」
 ♪ 下りチャイム音 ♪

▽ �問い合わせ　
　庶務係（☎２２３‐３５７２）

広報あしや　2023.8⑲ 芦屋町ホームページ　https://www.town.ashiya.lg.jp

民生委員・児童委員
ホームページ



芦
屋
産
品
つ
く
り
講
座
を

行
い
ま
す

　
講
師
に
は
、全
国
で
直
売
所
の
企
画
プ

ロ
デ
ュ
ー
ス
や
特
産
品
の
開
発
を
手
が

け
る
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
招
き
、個
別
相
談

会
８
回
、
商
品
発
表
会
１
回
、
全
９
回
の

講
座
を
予
定
し
て
い
ま
す（
全
て
の
回
に

参
加
で
き
な
く
て
も
申
し
込
め
ま
す
）。

※�

参
加
を
希
望
す
る
人
は
各
回
の
期
限

ま
で
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

個
別
相
談
会
日
時�

申
込
期
限

第
１
回
８
月
25
日
金
８
月
15
日
火

第
２
回
９
月
22
日
金
９
月
12
日
火

第
３
回
10
月
20
日
金
10
月
10
日
火

第
４
回
11
月
17
日
金
11
月
７
日
火

第
５
回
12
月
８
日
金
11
月
28
日
火

第
６
回
１
月
19
日
金
１
月
９
日
火

第
７
回
２
月
15
日
木
２
月
５
日
月

第
８
回
２
月
16
日
金
２
月
６
日
火

※�

時
間
は
、
午
前
９
時
～
午
後
５
時
の
間

の
１
枠
30
分（
複
数
枠
受
講
可
）で
す
。

▽�

商
品
発
表
会
日
時　
令
和
６
年
３
月

15
日
金
・
午
後
４
時
～
６
時

▽�

と
こ
ろ　
役
場
４
階

▽�

対
象　
町
内
に
住
ん
で
い
る
人
や
町

内
に
事
業
所
が
あ
る
人
で
、加
工
品
開

発
に
興
味
・
関
心
が
あ
る
人

▽�

参
加
費　
無
料

▽�

問
い
合
わ
せ　
芦
屋
港
活
性
化
推
進
室

事
業
推
進
係
（
☎
２
２
３‐３
５
５
０
）

図
書
館
で
10
年
間
貸
し
出
し
利
用
し

て
い
な
い
人
の
登
録
を
削
除
し
ま
す

　

芦
屋
町
図
書
館
で
は
、
何
十
年
も
貸

し
出
し
の
な
い
人
が
利
用
者
と
し
て
登
録

さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た

め
、
過
去
10
年
間
貸
し
出
し
が
な
い
人
の

登
録
を
８
月
中
に
削
除
し
ま
す
。

　

今
後
、
利
用
す
る
場
合
は
あ
ら
た
め

て
利
用
者
登
録
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▽�
問
い
合
わ
せ　
芦
屋
町
図
書
館
（
☎

２
２
３
‐
３
６
７
７
）

第
13
回
芦
屋
町
民

チ
ャ
リ
テ
ィ
ゴ
ル
フ
大
会

▽�

と
き　
９
月
23
日
土
・
午
前
８
時
42

分
か
ら
３
コ
ー
ス
同
時
ス
タ
ー
ト（
午

前
７
時
45
分
か
ら
受
け
付
け
）

▽�

と
こ
ろ　
チ
サ
ン
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ

ブ
遠
賀
（
遠
賀
町
虫
生
津
）

▽�

参
加
資
格　
町
内
に
住
ん
で
い
る
か

勤
務
す
る
人

▽�

定
員　
１
４
０
人
、
35
組
（
先
着
順
）

▽
参
加
費　
２
０
０
０
円

▽
プ
レ
ー
費　
１
万
３
０
０
０
円
（
昼

食
・
手
土
産
付
き
）

▽�

申
し
込
み　
８
月
31
日
木
ま
で
に
芦

屋
町
体
育
協
会
（
☎
・
フ
ァ
ク
ス
２

２
２
‐
０
１
８
８
）
へ

消費者ホットニュース

＜事例＞
　インターネット上の広告で９８０円の美容液
を見つけ注文した。１本目が届き、料金を支払
ったが、翌月に一度に 3本の美容液が届き、３
万円の請求があった。１本だけの契約のつもり
だったので、事業者に事情を話したが、誕生日
を聞かれ「18歳ですね」と言われ、さらに「定
期購入の契約になっています。未成年ではあり
ませんので、未成年者契約の取り消しはできま
せん」と告げられた。とても高額で支払うこと
ができない。（18歳�女性）
＜アドバイス＞
�　2022 年４月より、成人（成年）年齢が引き
下げられ、18 歳の誕生日から成人となりまし
た。たとえ学生であっても未成年者契約の取り

消しは適用できません。
【消費者金融で契約させる悪質な手口も】
　社会経験が乏しい中での契約で、トラブルが
後を絶ちません。特に 18 歳、19 歳で情報商
材
※
、脱毛エステなどのトラブルが多く発生して
います。情報商材では１００万円単位の契約金
額になることもあり「お金がない」と断る消費
者に対して、消費者金融で契約させる手口も頻
発しています。簡単に稼げる、もうかるなどの
広告をうのみにしないでください。
※�情報商材とは、副業や投資などで高収入を得
るためのノウハウと称して販売されている情
報のことです。

▽ �問い合わせ　芦屋町消費生活相談窓口　　　
（☎２２３‐３５４３）※環境住宅課内

成人（18歳から）は未成年者契約の取り消し適用外です！

お
知
ら
せ

広報あしや　2023.8 ⑳



みんなのねんきん 

　保険料の免除・納付猶予や学生納付特例を受け
た期間がある場合は、保険料を全額納付した場合
と比べて、将来受け取る年金額が低額になります。
　そこで、年金額を増やすために、免除などを受
けた月の前 10年以内までさかのぼって古い月分
から納付（追納）することができます。
　ただし、免除などを受けた期間の翌年度から起
算して、3年度目以降に保険料を追納する場合は、
当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗
せされますので、早目の追納をおすすめします。

▽ �問い合わせ　八幡年金事務所国民年金課
　　　　　　　（☎６３１‐７９６２）
　　　　　　　保険年金係（☎２２３‐３５３２）

�国民年金保険料の免除や
納付猶予期間がある人は
追納をおすすめします

マイナンバーカードの
休日・夜間窓口を開設します
　平日役場開庁時に、マイナンバーカードの受け
取りや申請ができない人のために、次の日程で休
日・夜間窓口を開設します。また、今回から予約
制でマイナポイントの申し込み支援も受け付けま
す。予約を希望する人は、住民係
に申し込んでください。
※�急きょ中止になる場合は、ホー
ムページに掲載します。

▽ �とき　【休日窓口】８月６日日、
26日土・午前８時 30分～正午
　�【夜間窓口】８月 14 日月、30 日水・午後５時
15分～７時 30分

▽ �ところ　住民課窓口

▽持ってくるもの　
　�【申請】　申請書（ない場合は役場で交付）、申
請書貼付写真（ない場合は、申請時に無料で撮
影）、通知カード、本人確認書類、住民基本台
帳カード（持っている人のみ）
　�【受け取り】　交付通知書、通知カード、本人確
認書類、住民基本台帳カード（持っている人のみ）
　�【マイナポイント】　マイナンバーカード、対象
のキャッシュレス決済サービス、預金通帳（公
金受取口座の登録を希望する場合のみ）
※�本人確認書類は、公的機関が発行した免許証な
どの顔写真付きは１点、健康保険証などの顔写
真がないものは２点必要です。
※手続きは本人のみできます。
※�マイナポイントの申し込みには、有効な利用者
証明用電子証明書と暗証番号が必要です。
※�証明書の発行や転入・転出の異動の受け付けな
どは行いません。

▽ �問い合わせ　住民係（☎２２３‐３５３１）

マイナンバー 休日・
夜間窓口ホームページ

夜間飛行訓練を行います
　平日昼間の訓練に加えて、次の日程で夜間飛行
訓練を行います。
【ジェット機】

▽ �とき　８月１日火・２日水の日没～午後９時ご
ろ（予備日＝３日木・４日金・７日月・８日火・
23日水・24日木、25日金）

【救難ヘリコプター・救難捜索機】

▽ �とき　毎週月・火の日没～午後９時ごろ
※�天候不良の場合水・木・金が予備日です。

▽ �問い合わせ　航空自衛隊芦屋基地渉外室
　（☎２２３‐０９８１内線２５４）

飲酒運転は、絶対にしない！
させない！許さない！
そして、見逃さない！　

　８月 25 日金～ 31 日木は、「福岡県飲酒運転
撲滅運動の推進に関する条例」に基づく飲酒運
転撲滅週間です。
　飲酒運転は重大な犯罪であり、非常に重い罰
則や社会的制裁が課されます。
　また、飲酒運転事故は、被害者、加害者だけ
でなく、双方の家族の生活まで大きく変えてし
まいます。
　自分自身はもちろ
ん、身近な人と呼びか
けあって、みんなの力
で飲酒運転をなくしま
しょう。
▷問い合わせ　
　�地域振興・交通係（☎
２２３‐３５３９）

広報あしや　2023.8㉑ 芦屋町ホームページ　https://www.town.ashiya.lg.jp


